
 

 
 

支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

２２０ 中耳ファイバースコピーの算定について 

 

《令和６年６月２８日》 

 

○ 取扱い 

 

① 次の傷病名に対するＤ300 中耳ファイバースコピーの算定は、原則として

認められる。 

⑴ 急性中耳炎（鼓膜穿孔あり） 

⑵ 滲出性中耳炎（鼓膜穿孔あり） 

② 次の傷病名に対するＤ300 中耳ファイバースコピーの算定は、原則として

認められない。 

⑴ 急性中耳炎（鼓膜穿孔なし） 

⑵ 滲出性中耳炎（鼓膜穿孔なし） 

⑶ 外耳炎 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

中耳ファイバースコピーは、外耳道から鼓膜の穿孔を通して経鼓膜的に内

視鏡を挿入し、中耳の状態を観察する検査である。人工的に鼓膜を切開して中

耳を観察する場合もあるが、多くは穿孔した鼓膜を通して中耳を観察する。 

以上のことから、Ｄ300 中耳ファイバースコピーについて、上記①の傷病名

に対する算定は、原則として認められるが、②の傷病名に対する算定は、原則

として認められないと判断した。 

 

 

  

支払基金・国保統一事例 


